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毎月10日・25日
福岡県遠貿郡

水　巻　町　発　行

′

老

い

も

若

き

も

く
す
玉
目
が
け
て
エ
イ
／

楽
し
か
　
っ
　
た
運
動
会

あ
い
に
く
の
曇
空
の
中
で
開
か
れ
た

運
動
会
～
。
し
か
し
、
こ
の
雲
を
追
い

払
う
か
の
よ
う
に
か
わ
い
い
元
気
な
園

児
た
ち
の
声
が
、
旧
水
巻
中
グ
ラ
ン
ド

に
は
一
日
中
こ
だ
ま
し
て
い
ま
し
た
。

十
月
十
日
体
育
の
日
に
、
水
巻
町
立

第
一
保
育
園
の
運
動
会
が
痢
か
れ
ま
し

た
。
こ
の
日
は
あ
い
に
く
の
雲
空
で
し

た
が
、
園
児
た
ち
は
グ
ラ
ン
ド
を
元
気

よ
く
走
り
ま
わ
り
又
、
運
動
会
の
お
し

ま
い
に
組
ま
れ
た
花
ふ
ぶ
き
で
、
お
年

寄
り
と
園
児
が
分
か
れ
て
紅
白
の
玉
を

く
す
玉
目
が
け
て
投
げ
合
う
花
吹
ぶ
き

な
ど
の
楽
し
い
プ
ロ
グ
ラ
ム
も
組
ま
れ

て
い
ま
し
た
句

（
写
真
は
、
お
じ
い
ち
ゃ
ん
や
お
ば

あ
ち
ゃ
ん
と
一
し
ょ
に
競
技
す
る
園
児

た
ち
）

町の人口

（49年9月末現在）

人　口　23，953

男11，363

女12，317

世帯数　7，053
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桝

の

山

腹

に
ま

も

な

く

完

成

町
は
、
「
水
巻
町
老
人
憩
い
の
家
」

の
名
称
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

机
の
山
腹
．
に
建
設
中
の
こ
の
施
設

は
、
完
成
後
、
町
内
の
お
年
寄
り
の
憩

い
の
場
と
し
て
広
く
ご
利
用
い
た
だ
き

ま
す
。そ

こ
で
、
こ
の
老
人
憩
い
の
家
を
よ

り
親
し
み
ぶ
か
い
も
の
に
す
る
た
め
に

も
と
、
住
民
の
方
か
ら
施
設
の
名
前
を

募
集
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。
憩

い
の
家
に
ふ
さ
わ
し
い
名
前
を
ど
し
ど

し
ご
応
募
く
だ
さ
い
。

◇
応
募
資
格
　
水
巻
町
住
民

◇
応
募
方
法
　
官
製
は
が
き
に
「
老
人

憩
い
の
家
0
0
0
0
0
」
、
住
所
、

氏
名
、
生
年
月
日
を
記
入
の
う
え
、

次
の
係
に
お
送
り
く
だ
さ
い
。

◇
送
り
先
　
水
巻
町
役
場
老
人
児
童
讃

「
老
人
憩
い
の
家
」
係

◇
締
め
切
り
　
4
9
年
1
1
月
5
日

◇
発
表
　
広
報
み
ず
ま
き
1
1
月
2
5
日
号

◆
採
用
の
分
に
は
記
念
品
を
お
贈
り
い

た
し
ま
す
。
た
だ
し
、
同
一
名
称
多
数

の
場
合
は
抽
選
に
よ
り
一
名
と
い
た
し

ま
す
。

◎
憩
い
の
家
の
概
要

●
施
設
名
　
水
巻
町
老
人
憩
い
の
家

●
所
在
地
　
水
巻
町
大
字
机
字
龍
岩

5
4
番
地

●
構
造
と
窪
築
面
積

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
二
階
建
（
防

音
・
冷
暖
房
完
備
）

一

階

　

4

5

6

・

2

9

が

（

集

会

室
・
学
習
室
・
休
養
室
・
娯
楽
室
等

）
、
二
階
　
9
5
・
2
3
が
（
展
望

風
呂
・
休
養
室
）

●
竣
工
予
定
年
月
日

昭
和
4
9
年
1
1
月
中
旬

－
．
．
．
．
－
こ
．
．
Ｈ
－
1
－
．
．
．
Ｈ
．
．
．
．
．
．
．
Ｈ
ニ
ー
．
－
Ｈ
－
－
．
．
Ｈ
．
こ
Ｈ
こ
こ
ー
ユ
ニ
ー
．
－

水
巻
町
職
員

（
第
一
保
育
園
用
務
員
）

採
　
用
　
試
　
験
一
1
1

．
験
で
痛
ま
せ
ん
。
－

㊦
日
本
国
籍
を
有
し
な

い
者

⑦
地
方
公
務
員
法
第
1
6

条
に
該
当
す
る
者

＠
禁
治
産
者
及
び
準

禁
治
産
者

㊥
禁
固
以
上
の
刑
に

処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行

を
終
る
ま
で
の
者
、
又

は
そ
の
執
行
を
受
け
る

こ
と
が
な
く
な
る
ま
で

の
者㊥

日
本
国
憲
法
施
行

の
日
以
降
に
お
い
て
、

日
本
国
憲
法
又
は
そ
の

下
に
成
立
し
た
政
府
を

暴
力
で
破
壊
す
る
こ
と

を
主
張
す
る
政
党
そ
の

他
の
団
体
を
結
成
し
、

試験日・試験場・試験の方法

試　 験　 場
試 験 の 方 法－1

水巻町唄末

8 8 0 －1

水巻町役場

1

公務員として必要な教策 ．
1

素質 ・適性 ・人柄 ・性格

等についての筆記試験及

び個別面接による瑚 つ

足場も取りはずされ、机の山腹に白く美しい

姿を現わした老人憩いの家

一
、
受
付
期
間
　
4
9
月
1
0
月
2
5
日
か
ら

1
1
月
1
1
日
ま
で
の
9
時
か
ら
1
7
時
（

土
曜
日
は
1
2
時
ま
で
）
郵
送
の
場
合

は
1
1
月
5
日
消
印
の
あ
る
も
の
ま
で

有
効

二
、
試
験
の
種
類
と
区
分

試
験
の
種
類
　
単
純
な
労
務
に
雇

用
さ
れ
る
職
員

採
用
予
定
数
一
名

（
水
巻
町
立
第
一
保
育
園
に
お
い

て
園
児
の
給
食
の
調
理
及
び
園
の
用

務
等
に
従
事
し
ま
す
〕

三
、
受
験
資
格
　
昭
和
1
4
年
1
1
月
1
日

か
ら
3
1
年
4
月
1
日
ま
で
、
に
生
れ
た

住
込
み
の
で
き
る
女
子
。
た
だ
し
、

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
受

又
は
こ
れ
に
加
入
し
た
者

四
、
受
験
手
続
き

の
申
込
用
紙
請
求
及
び
申
込
先

水
巻
町
役
場
人
事
課
（
郵
便
で
請

求
又
は
申
込
の
場
合
は
封
筒
の
表
に

「
試
験
申
込
用
紙
請
求
」
又
は
「
受

験
申
込
」
と
朱
書
し
て
く
だ
さ
い
）

五
、
合
格
者
の
発
表
　
1
1
月
下
旬
（
合

格
者
に
恵
接
通
知
す
る
と
と
も
に
、

水
巻
町
役
場
公
示
板
に
掲
示
し
ま
す

し
六
、
合
格
か
ら
採
用
ま
で
　
職
務
遂
行

に
必
要
な
健
康
度
を
有
す
る
か
ど
う

か
に
つ
い
て
町
長
が
指
定
す
る
医
師

の
健
康
診
断
書
の
提
出
を
求
め
、
そ

の
結
果
に
よ
り
採
用
し
ま
す
。

七
、
そ
の
他
　
こ
の
試
験
に
つ
い
て
の

問
合
せ
先
は
水
巻
町
役
場
人
事
課
（

竃

6

0

1

㍉

4

3

2

1

）

へ

、

郵

便

で
照
会
す
る
場
合
は
往
復
は
が
き
又

ｒ

は
2
0
円
切
手
を
貼
っ
た
宛
先
明
記
の

返
信
用
封
筒
を
同
封
し
て
照
会
し
て

く
だ
さ
い
。

ｒｒ文化の日の行事…臨幸
「町では、文化の日の行事として展覧会を次≦

ｉ　∵．‾・ミ・∴∴　言
～い0
妻◆期　　日11月1日～7日

◆会　　場　水巻町民会館

き◆展示種目　生花・盆栽・菊花・水石
水墨画・書

～ＶｔＨｌｌＪヽ′ヽ′1日ｌ．Ｊ、．′ヽ′ｌｌｌｌｌ．ＷＨＨｈ′ヽ′ヽ′‖ｌＩ．ハ′ヽ．′川Ｉｌｌ′　“．．′日日′ヽ′ｌ．′‖ｍ′ヽ′
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彊

ｉｉ

ｉｉ

ｉｉ

ｉｉ

ｉｉ

シリーズ

評

籍

ウＩＩＨｌ　－．‾

蓋！…1－

裁
判
離
婚

裁
判
離
婚
で
は
夫
婦
の
一
方
は
、

の
配
偶
者
に
不
貞
な
行
為
が
あ
っ
た

と
き

用
配
偶
者
か
ら
意
意
で
遺
棄
さ
れ
た

と
き

糾
配
偶
者
の
生
死
が
三
年
以
上
確
か

で
な
い
と
き

用
配
偶
者
が
強
度
の
精
神
病
に
か
か

り
回
復
の
見
込
み
が
な
い
と
き

．
㈲
そ
の
他
、
婚
姻
を
継
碗
し
難
い
寅

′
∵
大
な
理
由
が
あ
る
と
き
に
は
、
離

婚
の
訴
え
を
起
こ
す
こ
と
が
出
来

ま
す
。

離
婚
が
成
立
し
ま
す
と
、
婚
姻
関

係
は
解
消
し
、
姻
族
関
係
も
終
了
し

ま
す
。
婚
姻
に
よ
っ
て
氏
を
改
め
た

妻
は
婚
姻
前
の
氏
に
も
ど
り
、
原
則

と
し
て
婚
姻
前
の
戸
籍
に
も
ど
り
ま

す
が
、
復
籍
す
べ
き
戸
籍
が
除
籍
さ

れ
て
い
た
り
、
復
籍
者
ふ
ら
巾
し
出

が
あ
っ
た
場
合
に
は
新
し
い
戸
籍
が

作
成
さ
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
相
手
方

に
対
し
て
財
産
の
分
与
を
請
求
す
る

こ
と
が
出
来
ま
す
。

入
籍
届

入
籍
に
は
種
々
の
ケ
ー
ス
が
あ
り

ま
す
が
、
民
法
七
九
一
．
条
一
項
に
「

子
が
父
又
は
母
と
氏
を
異
に
す
る
場

合
に
は
、
子
は
、
家
庭
裁
判
所
の
許

可
を
得
て
、
そ
の
父
又
は
、
母
の
氏

を
称
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
あ
り

ま
す
。
こ
の
ケ
ー
ス
に
該
当
す
る
入

籍
に
つ
い
て
は
色
々
あ
り
ま
す
が
中

．
．
・
・
ｌ
一
’
・
一
≡
．
．
．
ｊ
ｔ
’
‘
’
こ
こ
≡
て
1
’
．
．
≡
ｌ
一
．
．
．
1
一
、
．
．
≡
．
．
．
一
’
一
ｔ
、
．
エ
ー
ｌ

1
．
．
－
．
°
．
Ｌ
’
ｒ
ｈ
ｒ
－
ニ
ー
Ｈ
．
－
こ
＿
ｒ
ｈ
ｒ
Ｌ
こ
こ
Ｆ
ｒ
Ｌ
’
Ｌ
′
．
こ
．
．
ご
ｉ
Ｆ
Ｌ
ｈ
ｒ
ｈ
ｒ
．
こ
一
こ
．
．
．
こ
ｈ
ｒ
ｈ
ｒ
こ

で
も
次
の
よ
う
な
場
合
が
多
い
よ
う

で
す
。〓

　
離
婚
に
よ
っ
て
復
籍
し
た
母

又
は
父
が
婚
万
に
あ
る
子
を
親

権
者
と
な
っ
た
父
又
は
母
が
引

き
取
る
場
合

∽
　
再
婚
し
た
者
が
他
の
戸
籍
に

あ
る
子
を
親
権
者
と
し
て
引
き

取
る
場
合

栂
′
養
子
が
縁
組
前
の
戸
籍
に
あ

る
自
己
の
子
を
養
万
に
入
籍
さ

せ
る
場
合

初
　
茸
方
の
戸
籍
に
あ
る
離
縁
し

た
養
子
の
子
を
、
実
方
に
復
籍

し
た
父
母
戸
籍
に
入
籍
さ
せ
る

場
合
等
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら

の
入
籍
は
民
法
の
条
文
の
甲
に

あ
り
ま
す
よ
う
に
家
庭
数
判
所

の
許
可
を
要
し
ま
す
。

日
の
場
合
婚
姻
の
際
、
氏
を
改
た

め
た
の
が
母
で
あ
っ
た
と
き
は
、
離

婚
に
よ
っ
て
も
ど
し
、
婚
姻
前
の
籍

に
復
す
る
（
あ
る
い
は
新
戸
籍
編
製

）
　
こ
と
は
さ
き
に
説
明
し
た
と
お
り

で
す
。
そ
し
て
こ
の
際
に
未
成
年
の

子
の
親
権
者
を
父
母
の
協
議
に
よ
り

母
と
定
め
る
事
が
出
来
ま
す
。
し
か

し
、
離
婚
の
手
続
を
し
た
だ
け
で

は
、
母
が
親
権
者
と
な
っ
た
子
は
依

然
と
し
て
父
の
戸
籍
に
あ
る
の
で

す
。
こ
の
子
を
、
母
の
戸
籍
に
入
れ

る
手
続
き
が
入
籍
で
す
。
入
籍
出
来

る
の
は
未
成
年
の
子
に
限
り
ま
せ

ん
。
成
人
に
達
し
た
子
も
入
籍
出
来

ま
す
。
な
お
右
の
よ
う
な
入
籍
で
氏

を
改
め
た
未
成
年
の
子
は
成
年
に
達

し
た
時
か
ら
一
年
以
内
に
以
前
の
氏

に
復
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
子
の

場
合
は
家
庭
裁
判
所
の
許
可
は
要
し

ま
せ
ん
4

一
，
．
一
ｔ
1
．
－
．
．
．
．
．
．
」
▼
一
’
ニ
ー
．
－
．
．
．
．
．
1
、
一
’
．
－
．
－
一
ｌ
－
．
．
．
Ｊ
ｔ
－
‘
’
－
．
Ｈ
－
－
－
－
．
ｊ
’
．
．
．
．
－
．
1
．

ル
け
汚
汀
は
Ｈ
汚
浮
け
廿
Ｈ
蓬
浮
け
ル
Ｈ
迂
拝
ル
▼

こ
の
届
出
の
届
出
人
は
入
籍
す
る
一
仙

者
そ
の
者
が
十
五
歳
未
満
の
と
き
は
蒜

踊
相
識
臥
締
結
指
摘
芸

人
の
所
在
地
、
添
付
書
類
と
し
て
家
一
…

事
審
判
書
の
謄
本
、
届
書
の
通
数
騙

鮮
雛
門
最
醗
饉
竺
…

糟
鐙
…
鯛
…
摘
録
綿
雲

∴

。

．

十

。

一

汀

一入
園
児
募
集

社
会
福
祉
法
人
「
水
巻
北
保
育
所
」

は
、
十
二
月
一
目
か
ら
開
園
い
た
し
ま

」

す

。
両
親
が
共
働
き
な
ど

を
　
設
で
子
ど
も
を
保
育
で
き

園育

開

る
と
き
は
、
子
夫
婦
に
つ
い
て
新
戸

緑
を
編
製
し
、
入
籍
す
べ
き
母
又
は

父
の
戸
籍
で
母
又
は
父
が
筆
頭
者
で

な
い
場
合
は
、
母
又
は
父
に
つ
き
新

戸
籍
を
編
製
し
て
、
子
は
そ
嬰
戸
籍

に
入
り
ま
す
。

転
籍
届

転
籍
に
つ
い
て
は
、
当
初
に
触
れ

た
よ
う
に
本
籍
を
ど
こ
に
置
く
か
は

全
く
自
由
で
あ
り
、
転
籍
は
何
人
の

同
意
ま
た
は
許
可
を
要
せ
ず
自
由
に

す
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。
た
だ
転
籍

の
届
出
人
は
二
戸
籍
の
筆
頭
者
お
よ

び
そ
の
配
偶
者
と
な
っ
て
い
ま
す
か

ら
こ
の
両
者
が
い
ず
れ
も
除
籍
さ
れ

て
し
ま
っ
て
い
る
戸
籍
の
残
存
在
籍

は
転
籍
す
る
こ
と
で
が
き
ま
せ
ん
。

届
ｌ
出
地
は
、
転
籍
者
の
本
籍
地
、
転

籍
先
の
ほ
か
、
転
籍
者
の
所
在
地
で

も
届
け
出
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。
過

激
は
他
の
届
出
と
同
様
届
出
地
に
よ

っ
て
関
係
す
る
市
町
村
の
数
だ
け
必

要
と
し
ま
す
。

添
付
書
と
し
て
他
市
町
村
に
転
籍

す
る
場
合
は
戸
籍
謄
本
二
通
が
必
要

で
す
。
こ
の
ほ
か
戸
籍
の
届
出
は
、

数
十
種
に
も
の
ぼ
り
ま
す
。

一
’
一
’
‘
－
．
．
．
－
．
．
．
1
1
．
．
こ
一
．
．
－
．
．
Ｊ
’
ｔ
1
－
．
．
．
．
．
－
－
‘
’
‘
▼
．
一
．
1
．
－
▼
．
一
’
一
一
ｌ
’
．
．
一
ｌ
1
．
1
．
．
．
．
一
，
一
’

渾一
…

備前一
…

茄一端一
一

一
…

一
…

櫛備品
い．ｈ

保
　
く

レ
し

」
」
．巻し水

新
⊂

ず
、
入
園
を
希
望
さ
れ

る
方
は
役
場
老
人
児
童

課
に
申
し
込
み
く
だ
さ

い
。

・
場
所
　
水
巻
町
樋
口

（
母
子
寮
裏
）

・
保
育
所
名
　
社
会
福

祉
法
人
水
巻
北
保
育
所

・
定
員
　
6
0
名

・
開
園
年
月
日
　
4
9
年

1

2

月

1

日

・
申
込
期
限
　
4
9
年
1
1

月

1

6

日

入
所
申
請
書
は
役
場
老
人
児
童
課
に

あ
り
ま
す
。
早
目
に
申
し
込
み
く
だ
さ

い
。

親
の
な
い
子
に

愛
の
手
を

あ
な
た
も
里
親
に

町
で
は
、
各
関
係
機
関
の
協
力
を
得

て
、
里
親
を
求
め
る
運
動
を
行
な
っ
て

い
ま
す
。
こ
の
里
親
制
度
の
普
及
・
発

展
を
図
る
た
め
、
児
童
相
談
所
、
福
祉

事
務
所
、
社
会
福
祉
協
議
会
及
び
児
童

委
員
等
が
中
心
と
な
っ
て
、
現
在
で
は

全
国
的
な
規
模
で
運
動
が
行
な
わ
れ
て

い
ま
す
。

里
親
と
は
、
保
護
者
の
い
な
い
児
童

又
は
、
保
護
者
に
監
護
さ
れ
る
こ
と
が

不
適
当
だ
と
認
め
ら
れ
る
児
童
を
、
一

時
的
又
は
継
続
的
に
自
己
の
家
庭
内
に

預
か
り
養
育
す
る
こ
と
を
希
望
す
る
者

を
い
い
、
希
望
者
は
里
親
登
録
簿
に
登

録
さ
れ
ま
す
。

里
親
を
希
望
さ
れ
る
方
、
又
こ
の
運

紺
肘
釦
椚
派
ｍ
㌫
最
㍍
甥

鉱
害
復
旧
工
事
の

た
め
片
側
通
行
に

頃
末
～
下
二
町
住

と
吉
田
片
山
地
区

．
鉱
害
復
旧
工
事
の
た
め
次
の
区
間
が

片
側
通
行
と
な
り
ま
す
の
で
お
知
ら
せ

い
た
′
し
ま
す
。

○
町
道
頃
末
・
二
線
　
唐
′
熊
県
住
～

下
二
町
住
、
4
9
年
1
0
月
1
4
日
～
5
0
年

3

月

3

1

日

○
町
道
事
提
線
　
苦
用
片
山
、
4
9
年
1
0

月

3

日

～

5

0

年

3

月

3

1

日

0
町
道
率
捉
二
号
線
　
苫
田
片
山
、
4
9

年

1

0

月

3

日

～

5

0

年

3

月

3

1

日

1

1

　

　

月

　

　

の

心
配
ご
と
相
談

1
1
月
の
心
靡
ご
と
相
談
日
は

次
の
と
お
り
で
す
。
ど
ん
な
こ

と
で
も
気
軽
に
ご
利
用
く
だ
さ

い
。

◇
日
時
　
1
1
月
8
・
1
6
・
2
6
日

◇
場
所
　
水
巻
町
民
会
館

日
本
間

1



（4）

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

と

予

防

注

射

高
額
療
養
費
‥
十
月
一
日
か
ら
支
給

ｌｌｌｌｌｌｌ州肌極和49年10月25日脚酬目測帖ⅢⅢ冊Ⅲ冊Ⅲ胴Ⅲ胴ⅢｌｌＩ広珂這膨劫莞≡輝元撃

一
、
該
当
者
　
満
年
齢
三
歳
以
上
全
員

（
三
歳
未
満
は
希
望
者
の
み
）

※
一
過
か
ら
四
週
の
間
隔
で
二
回
接

種
し
て
く
だ
さ
い
。

三
実
施
期
間
と
場
所

1

1

月

1

Ｒ

Ｔ

（

1

1

月

3

0

日

町
内
各
開
業
医
の
診
療
時
間
内
（
小
・

中
学
校
児
童
は
学
校
で
実
施
）

二
、
料
　
金

無
料
　
幼
稚
園
児
・
保
育
園
児
、
小

・
中
学
校
児
童
、
生
保
・
均
等
割
・

非
課
税
世
帯
及
び
国
保
加
入
世
帯

有
料
一
回
に
つ
き
2
6
0
円
（
ワ

ク
チ
ン
代
は
町
で
負
担
〕

問
診
票
を
1
0
月
2
5
日
か
ら
、
役
場
衛

生
係
で
発
行
し
ま
す
の
で
受
診
前
に
受

け
と
っ
て
く
だ
さ
い
。

盲
民
健
康
保
険
．

三

種

混

合

と

ジ
　
フ
　
テ
　
リ
　
ヤ

◆
三
種
混
合

一
、
該
当
児

○
第
一
期
（
三
回
注
射
）
　
生
後
三

ケ
月
か
ら
六
ケ
月
の
乳
幼
児
及
び
ま
だ

一
度
も
受
け
て
い
な
い
者
。

〇
第
二
期
（
一
回
注
射
）
　
第
一
回

終
了
後
十
二
ケ
月
～
十
八
ケ
月
の
幼
児

二
、
日
時
と
会
場

〇
第
一
回
目
　
1
1
月
1
2
・
1
3
日

〇
第
二
回
目
　
1
2
月
3
・
4
日

〇
第
三
回
目
　
1
2
月
2
4
・
2
5
日

○

追

加

日

　

5

0

年

1

月

1

6

日

時
間
は
い
ず
れ
も
1
4
時
か
ら
1
5
時
ま

で
。
会
場
は
水
巻
町
民
会
館

◆
ジ
フ
テ
リ
ヤ

一
、
該
当
児
、
来
年
度
新
入
学
児
童
及

び
来
年
度
中
学
進
学
児
童
で
、
ま
だ

接
種
し
て
い
な
い
者
。

二
、
日
時
と
場
所
　
三
種
混
合
の
時
、

一
緒
に
行
な
い
ま
す
の
で
、
い
ず
れ

か
都
合
の
よ
い
日
に
受
け
て
下
さ
い

※
問
診
票
を
役
場
衛
生
係
で
発
行
い
た

し
ま
す
の
で
、
前
日
ま
で
受
け
と
っ

て
く
だ
さ
い
。
こ
の
時
、
母
子
手
帳

を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

町
で
は
、
十
月
一
日
か
ら
国
民
健
康

保
険
の
高
額
療
養
費
支
給
制
度
を
実
施

し
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
、
被
保
険
者
の
高
簡
療
葦
費

の
負
担
を
少
し
で
も
軽
く
し
ま
う
と
、

行
な
わ
れ
て
い
る
も
の
で
、
同
一
の
被

保
険
者
が
同
じ
月
に
同
じ
病
院
・
診
療

所
・
薬
局
等
で
受
け
た
療
養
費
の
一
部

負
担
金
（
患
者
に
よ
る
負
担
金
）
が
、

三
万
円
を
超
え
た
場
合
、
そ
の
負
担
金

か
ら
三
万
円
を
控
除
し
た
額
を
支
給
い

た
し
ま
す
。

〔例〕つ
ま
り
、
先
に
述
べ
た
条
件
で
療
養

費
が
十
五
万
円
か
か
っ
た
場
合
、
七
割

（
十
万
五
千
円
）
は
町
が
負
担
し
ま
す

が
、
残
り
の
三
割
（
四
万
五
千
円
）
は

被
保
険
者
が
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
こ
の
時
四
万
五
千
円
か
ら
三
万

円
を
差
し
引
い
た
額
（
一
万
五
千
円
）

を
支
給
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
す
。

こ
の
制
度
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
役

場
国
保
年
金
係
に
お
た
ず
ね
く
だ
さ

い
。

新
し
く
戦
傷
病
者

手

帳

を

交

付

第
三
日
症

第
四
日
症

の
該
当
者

戦
傷
病
者
特
別
援
護
法
の
一
部
が
改

正
さ
れ
、
四
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
、

軍
人
又
は
準
軍
人
で
あ
っ
た
方
に
対
し

て
、
戦
傷
病
者
手
帳
が
交
付
さ
れ
ま

す
。こ

の
改
正
で
軍
人
又
は
準
軍
人
で
あ

っ
た
万
の
う
ち
、
旧
患
給
法
施
行
令
第

三
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
第
三
日

症
又
は
第
四
日
症
に
相
当
す
る
程
度
の

障
害
を
有
す
る
方
に
対
し
て
、
そ
の
方

の
請
求
に
よ
っ
て
常
時
携
帯
で
き
る
戦

傷
病
者
手
帳
が
交
付
さ
れ
ま
す
。

該
当
さ
れ
る
万
は
、
先
に
恩
給
診
断

書
保
管
状
況
確
認
要
求
書
を
提
出
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
．
の
で
、
役
場
民
生

係
に
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

麻
薬
・
覚
せ
い
剤

撲
　
滅
　
運
　
動

県
は
、
福
岡
県
薬
物
乱
用
対
策
推
進

本
部
を
設
け
、
十
月
一
日
か
ら
十
一
月

三
十
日
ま
で
の
二
ケ
月
間
、
麻
薬
・
覚

せ
い
剤
の
撲
滅
運
動
を
行
な
っ
て
い
ま

す
。麻

薬
や
覚
せ
い
済
等
の
乱
用
は
、
個

人
の
心
身
を
腐
敗
さ
せ
る
ば
か
り
で
な

く
、
各
種
の
犯
罪
を
増
加
さ
せ
、
社
会

の
福
祉
に
計
り
知
れ
な
い
害
毒
を
及
し

ま
す
。
麻
薬
の
こ
わ
さ
を
知
り
、
麻
薬

の
乱
用
に
よ
る
弊
害
を
な
く
す
た
め
に

も
住
民
の
皆
さ
ま
の
ご
協
力
を
お
願
い

い
た
し
ま
す
。

水道修理の申込みは

水巻町管工事組合へ

「電話501－8883」

町内の水道修理は「管工事組合」で行ないます。各家庭

で水道修理をしなければならないとき直接「管工事組合」

にお電話を－。

㊥
し
尿
く
み
坂
り

く
み
取
り
の
相
談
は

相
談
員
に
連
絡
を

・
し
尿
く
み
取
り
に
つ
い
て
の
相
談

は
、
し
尿
処
理
場
の
相
談
員
（
6

9

1

・

2

1

8

4

麻

生

敬

）

に

ご

連
絡
く
だ
さ
い
。

・
雨
水
や
地
下
水
が
流
れ
込
む
不
良

便
槽
は
、
く
み
取
り
料
金
の
ふ
え

る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
改
正
を

お
願
い
し
ま
す
。

・
飼
犬
は
、
収
集
作
業
や
集
金
の
と

き
作
業
を
妨
げ
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
、
必
ず
つ
な
い
で
く
だ
さ
い
。

・
収
集
日
に
、
留
守
に
す
る
と
き
は

収
集
手
数
料
を
隣
家
に
預
け
る
等

支
払
い
で
き
る
よ
う
に
お
願
い
い

た
し
ま
す
。

㊥
ゴ
ミ
の
収
集

・
ゴ
ミ
を
前
日
か
ら
出
し
て
お
く
と

犬
や
猫
に
荒
ら
さ
れ
、
悪
臭
や
ハ

エ
の
発
生
の
原
因
と
な
り
ま
す
。

収
集
日
の
前
日
に
出
す
よ
う
お
願

い
い
た
し
ま
す
。

㊥
愛
が
ん
動
物
の
管
理

・
飼
犬
に
か
ま
れ
る
事
件
が
ふ
え
て

い
ま
す
。
放
し
飼
い
は
せ
ず
い
つ

も
つ
な
い
で
お
き
ま
し
ょ
う
。

い
ら
な
く
な
っ
た
犬
や
猫
、
又
、
生

ま
れ
た
ば
か
り
の
犬
猫
を
、
山
や
遠
賀

川
な
ど
に
捨
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
・
不
要
犬
の
処
置
は
、
遠
賀

保
健
所
に
届
け
て
高
尾
区
下
の
野
犬
収

容
所
に
も
っ
て
い
く
よ
う
お
願
い
い
た

し
ま
す
。

日　曜　在　宅　医

10月27日　森田医院　内・児科　樋口　691・0616

11月3日　村田医院　内・児科　頃末　691・0745

11月10日　中村医院　内・児科　下二　691・5820

11月17日　有留医院　内・児科　苫田　691・1394

診療時間は9時－17時、原則として往診はいたしません。

ｒ

□
　
発
行
人
　
水
巻
町
長
　
伊
　
藤
　
衛
門
　
口
　
編
集
　
水
　
巻
　
町
　
住
民
　
相
談
　
室
　
（
電
　
話
　
6
0
1

「

－
　
4
3
2
1
）
　
　
　
□
　
印
　
刷
　
冷
　
牢
　
田
　
印
　
刷
　
合
　
資
　
会
　
社


